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被
保
険
者
証
が

　
　
　
新
し
く
な
り
ま
す

　
現
在
使
っ
て
い
る
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

９
月
　
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

３０

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
９
月

　
日
以
降
に
区
長
さ
ん
が
配
布
し

２１ま
す
の
で
、
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
　
年
４
月
か
ら
医

２０

療
制
度
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
被
保
険
者
証
の
記
載
内
容
が
、

次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

纂
変
更
点

▼
平
成
　
年
４
月
１
日
で
　
歳
以

２０

７５

上
の
人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
有

効
期
限
が
平
成
　
年
３
月
　
日
と

２０

３１

な
り
ま
す
。
平
成
　
年
４
月
２
日

２０

以
降
に
　
歳
に
達
す
る
人
は
、
誕

７５

生
日
の
前
日
ま
で
が
有
効
期
限
と

な
り
ま
す
。

▼
退
職
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、

平
成
　
年
４
月
１
日
で
　
歳
以
上

２０

６５

　
歳
未
満
の
人
は
、
一
般
の
被
保

７５

険
者
証
に
切
り
替
わ
る
た
め
、
有

効
期
限
が
平
成
　
年
３
月
　
日
と

２０

３１

な
り
ま
す
。
平
成
　
年
４
月
２
日

２０

以
降
に
　
歳
に
達
す
る
人
は
、
誕

６５

生
月
の
末
日
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
。

纂
受
領
時
に
次
の
点
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い

▼
被
保
険
者
証
を
受
け
取
っ
た
ら

受
領
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
の
記

載
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

纂
古
い
被
保
険
者
証
は
破
棄
し
て

く
だ
さ
い

▼
古
い
被
保
険
者
証
は
、
　

月
か

１０

ら
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
世
帯
主
が

責
任
を
も
っ
て
確
実
に
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。
返
却
は
不
要
で
す
。

纂
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
総
合
支

所
で
申
請
・
手
続
き
が
必
要
で
す


新
し
く
遠
隔
地
用
の
被
保
険
者

証
を
希
望
す
る
人
は
、
個
別
に
申

請
が
必
要
で
す
。


学
生
用
の
被
保
険
者
証
を
持
っ

て
い
る
人
で
、
学
校
を
辞
め
た
り

変
わ
っ
た
り
し
た
人
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
と
印
鑑
（
学
校
が
変

わ
っ
た
人
は
在
学
証
明
書
）
を
持

参
し
、
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。


社
会
保
険
に
加
入
、
離
脱
す
る

な
ど
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、

速
や
か
に
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
に
は
、
社
会
保
険
に
加
入
、

ま
た
は
離
脱
し
た
こ
と
が
分
か
る

書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
注
意
＝

・

の
申
請
、
手
続

き
を
す
る
際
、
申
請
者
は
原
則
と

し
て
世
帯
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
世
帯
主
か
ら
の
委
任
状

が
あ
れ
ば
、
世
帯
主
以
外
の
人
も

申
請
で
き
ま
す
。
ま
た
、
申
請
す

る
人
が
本
人
か
ど
う
か
確
認
で
き

る
書
類
を
提
示
し
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
免
許
証
な
ど
を
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
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せ
】
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民
生
活
部
保
険
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療
課

　
国
民
健
康
保
険
係
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乳幼児医療費助成
手続きのお知らせ

　市では、小学校就学前のお子さんを対象に乳幼児医療費

助成を行っています。

　助成を受けようとする人は、９月中に「乳幼児医療費受

給資格更新申請書」を提出する必要があります。

　個別に案内をしていますので、受付日時などを確認の上、

手続きをしてください。

■平成１９年度更新対象者

　平成１９年１０月１日現在で満３歳の幼児

　（平成１５年１０月１日～平成１６年９月３０日生まれの人）

■更新手続きに必要なもの

　乳幼児医療費受給資格更新申請書

　　（事前に登録内容を記載してありますので、確認の上、

　　新しい内容を記入してください）

　乳幼児医療費受給者証　　印鑑　　健康保険証

■問い合わせ　市民生活部保険医療課　医療係

　　　　　　　緯 0220（58）2166

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

　
月
１
日
か
ら

１０　
新
し
い
被
保
険
者
証
に

　
　
切
り
替
わ
り
ま
す
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「資源ごみ」と「ごみ」の分別にご協力を！

「資源ごみ」が「ごみ」として出されています。

限りある資源の有効活用、ごみの減量化のため、分別にご協力をお願いします。

　４月から、資源ごみの８品目（缶類、ビン類、ペットボトル、布類、新聞、雑誌・古本類、ダンボール、紙

パック）に「プラスチック製ボトル容器」「スプレー缶」の２品目を追加しました。決められた日に地域のリサ

イクルステーションへ分別して出すように心掛けましょう。

プラスチック製ボトル容器 スプレー缶

【出し方】

　 ▼中身を使い切って軽く水洗いをし、キャップ、ポン

　プ類は外して「もやせるごみ」へ

　 ▼プラスチック製ボトル容器専用のコンテナに出す

【対象となるボトル容器】

　 ▼台所用品（油ものを除く）

　 ▼風呂、トイレ用品

　 ▼洗面所、化粧用品

【出せないもの】

　 ▼農薬などの劇薬入り

　ボトル容器

　 ▼カップめん、プリン

　などの容器

【出し方】

　 ▼ガスを完全に抜いてから、屋外の風通しの良いとこ

　ろで穴を開ける

　 ▼キャップと噴射口のプラスチックは、外して「もや

　せるごみ」へ

　 ▼スプレー缶専用のコンテナに出す

　スプレー缶に穴を開けないで「もやせないごみ」に出

すと、収集車両の火災原因になります。必ず穴を開けて

から出しましょう。

▼

ボトルの裏
底に一本の線
が入っている
容器のみ対象

注注 意意

【問い合わせ】　環境事業所クリーンセンター　緯 0225（76）0102　・　各総合支所地域生活課　地域係

▲このマーク
が目印です

プレ仙台・宮プレ仙台・宮城城
デスティネーションキャンペーデスティネーションキャンペーンン

　「美味し国　伊達な旅」をキャッチフレーズにして、平成２０年１０月から１２月

まで「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」が開催されます。「デス

ティネーションキャンペーン」とは、県内の自治体とＪＲが連携して実施す

る大型観光キャンペーンです。これに先立ち今年の１０月から１２月にプレキャ

ンペーンとして、本番に向けた試行や宣伝、プロモーション活動が県内各地

で展開されます。

　市での取り組み内容についての検討は、観光関係者や行政機関で構成する

「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン登米地域部会」が中心となって

行っており、期間中には特別企画イベントや道の駅・物産館スタンプラリー

などが計画されています。

　また、訪れる観光客を「おもてなしの心」で迎えるため、観光関係者の研

修会も開催する予定です。

　デスティネーションキャンペーンの取り組みについては、今後も広報で随

時紹介していきます。

【問い合わせ】　産業経済部商工観光課　観光物産係　緯 0220（34）2734

隔隔

▼▼
10～
１２月




